
議案第５号 

 

配偶者からの暴力の被害者の一時保護に係る 

広域連携に関する申合せについて（案） 

 

 

配偶者からの暴力（以下「ＤＶ」という。）の被害者は、ＤＶ加害者の激しい追及

から逃れ、身の安全を確保するとともに、自ら生活を再建するために転居を余儀なく

されることがあります。 

こうしたＤＶ被害者を一時保護する場合は、当該都道府県の婦人相談所の一時保護

所（一時保護委託施設を含む。）にとどまらず、他の都道府県の婦人相談所の一時保

護所（一時保護委託施設を含む。以下「他の都道府県の一時保護所等」という。）に

保護を依頼する場合もあります。 

この際には、被害者の安全・安心の確保や、迅速な支援を行うための都道府県間に

おける広域連携が不可欠ですが、被害者に関する情報管理や連携・協力のあり方など、

広域連携における統一したルールがないため、様々な問題が発生しています。 

このため、全国知事会男女共同参画特別委員会では、広域連携の現状と共通課題を

把握することを目的に、平成 18 年 8 月に全都道府県を対象にしたアンケート調査を

実施いたしました。 

その結果、費用負担の問題を含め、保護の実施責任等の明確化を図る必要性が明ら

かになりました。 

以上のことから、全国知事会において、ＤＶ被害者の一時保護に係る広域連携に

関し共通認識を図り、全国一律の取扱いとするため、被害者本位の支援ができるよう

別紙のとおり申合せを行うものです。 

 

平成１９年 月  日 

 

全 国 知 事 会    



  

 

配偶者からの暴力の被害者の一時保護に係る 

広域連携に関する申合せ（案） 

 
 

（婦人相談所の連携） 

ＤＶ被害者が都道府県域を越え、他の都道府県の一時保護所等を利用する際、

生活再建を開始するまでの間は、被害者の安全・安心を確保しつつ、被害者の

秘密を守りながら情報提供を行うなど、円滑な被害者支援を目的に、婦人相談所

を都道府県間の連絡・調整窓口とする。 

婦人相談所は、警察、福祉事務所、教育委員会などのＤＶ被害者を救済する

関係機関と連携しながら円滑な被害者支援を図る。 

 

（情報の共有） 

送り出し側の婦人相談所は、ＤＶ被害者の状況について、受け入れ側の婦人相

談所に情報提供する。 

受け入れ側の婦人相談所は、可能な限りＤＶ被害者の動向の把握に努めるとと

もに、必要に応じて、送り出し側の婦人相談所にその旨連絡をし、情報を共有す

ることとする。 

 

（他の都道府県の一時保護所等への移送） 

他の都道府県の一時保護所等へのＤＶ被害者の移送に当たっては、双方の婦人

相談所が確認し、送り出し側の職員等が同行支援する。 

なお、事前に双方の婦人相談所の協議により、同行支援の必要がないと判断し

た場合は、この限りでない。 

他の都道府県の一時保護所等への移送に係る費用については、送り出し側が

負担することとし、当該都道府県が調整するものとする。 

 

 

別 紙 



  

（支援） 

広域連携による一時保護中の面接や精神的ケア等の支援は、原則として受け入

れ側の婦人相談所が行うこととする。受け入れ側の婦人相談所は、必要に応じて

送り出し側の婦人相談所に対し、被害者の支援に必要な情報の収集等を要請する

ことができるものとする。 

 

（一時保護に係る費用負担） 

婦人保護事業費のうちＤＶ被害者の一時保護に係る費用は、受け入れ側の都道

府県が負担する。ただし、送り出し側の都道府県が、一時保護委託施設と契約し

ている場合を除く。 

 

（その他） 

各都道府県においては、管内区市町村等に対し、本申合せに係る事項の周知を

図り、ＤＶ被害者支援のための協力を求めることとする。 

 


